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 各総合振興局長 様 

 各 振 興 局 長 様 
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                          保健福祉部長        

 

 

   計画的避難区域等から移動する家畜の受入れ確認等について 

 福島第一原子力発電所の事故に係る計画的避難区域等からの家畜の移動等については、

平成２３年４月２８日付け畜産第３７６号農政部長通知によりお知らせしたところです

が、この度、別添１のとおり平成２３年５月１０日付け２３道農第３８５号北海道農政事

務所長通知により、道に対して、家畜を移動する場合の追加の留意事項が通知されるとと

もに、計画的避難区域等から家畜を受け入れる場合は、移動情報の確認等の実施を依頼さ

れたところです。 

 つきましては、計画的避難区域等から移動する家畜の受入れに当たっては、農林水産省

が示した手順等を踏まえ、次の事項に留意の上、対応されるようお願いするとともに、貴

管内市町村及び関係機関・団体に対して、本通知の周知をお願いします。 

 なお、別記関係団体等に対し、別添写しのとおり通知していることを申し添えます。 

 

記 

 

１ 計画的避難区域等から道内に移動する牛（以下「移動牛」という。）を受け入れる際 

の留意事項 

（１）農政部は、国から道に提供される移動牛に係る情報（個体識別番号、移出元での飼

養管理の状況及び移動先等）を、移動先を管轄する総合振興局・振興局及び家畜保健

衛生所に連絡する。また、道内の全てのと畜場に移動牛に係る個体識別番号に関する

情報を提供する。 

（２）総合振興局・振興局又は家畜保健衛生所は、受入れ農場等に出向き、移動牛の受入

れ状況を確認する。また、受入れ農場等の管理責任者に対し、チェックリスト（別添

３の別紙３）の作成と記録を依頼する。 

（３）総合振興局・振興局又は家畜保健衛生所は、牛の個体識別のための情報の管理及び

伝達に関する特別措置法に基づき、所要の届出を行ったことについて確認する。 

（４）総合振興局・振興局又は家畜保健衛生所は、「東日本大震災の被災地域からの家畜

移動に係る着地検査について」（平成２３年４月１２日付け畜産第１１１号農政部食

の安全推進局畜産振興課長、家畜衛生担当課長通知）により実施されている移出元及



び着地検査場所での家畜の体躯の洗浄の指導を、計画的避難区域等から移入する家畜

についても同様に行うものとする。 

 

２ 移動牛をと畜場に搬出する場合等の留意事項 

（１）道は、事故等により移動牛が道内のと畜場に搬出される場合、当該牛由来の食肉に

ついて放射性物質のモニタリング検査の対象とするものとする。 

（２）総合振興局・振興局又は家畜保健衛生所は、農場等において移動牛の受入れの確認

を行う際、移動牛の所有者から別紙様式の内容について同意を得る。 

   また、移動牛を別の農場等に譲渡する場合にあっては、当該牛が移動牛であること

及び先の同意内容を譲渡される者に的確に伝達するよう指導する。 

（３）移動牛の所有者は、移動牛をと畜場へ搬出する場合には、事前に所管の家畜保健衛

生所に当該牛の情報や搬出先のと畜場等を報告する。 

（４）家畜保健衛生所は、搬出先のと畜場を管轄する保健所又は食肉衛生検査所に移動牛

の所有者から報告を受けた内容を連絡する。 

（５）と畜場の設置者又は管理者は、と畜申請の受付時において、移動牛の有無を道から

提供された移動牛に係る個体識別番号の情報を基に確認し、移動牛に係る申請があっ

た場合には、直ちに保健所又は食肉衛生検査所にその旨を連絡する。 

（６）モニタリング検査の詳細については、別途指示する。 

 

３ その他 

  乳用牛のうち、搾乳中、乾乳中及び妊娠中の牛の取扱いについては、現在、福島県で 

検討しているところであり、その検討結果等を踏まえ、連絡する。 

 

 

 

                    （食の安全推進局畜産振興課酪農グループ） 

                         （健康安全局食品安全グループ） 
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 （別記１のとおり） 様 

 

 

                        北 海 道 農 政 部 長 

                        北海道保健福祉部長           

 

 

   計画的避難区域等から移動する家畜の受入れ確認等について 

 このことについて、別添写しのとおり総合振興局・振興局に通知しましたので、当該通

知の趣旨をご理解していただき、関係機関・団体等への協力依頼をお願いします。 

 

 

 

                    （食の安全推進局畜産振興課酪農グループ） 

                         （健康安全局食品安全グループ） 

 

 

 

 



 

【別記 １】 

 北海道農業協同組合中央会 

 ホクレン農業協同組合連合会 

 北海道農業開発公社 

 全国酪農業協同組合連合会札幌支所 

 北海道家畜商業協同組合連合会 

 北海道ホルスタイン農業協同組合 

 北海道チクレン農業協同組合連合会 
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 （別記２のとおり） 様 

 

 

                         北 海 道 農 政 部 長 

                         北海道保健福祉部長           

 

 

   計画的避難区域等から移動する家畜の受入れ確認等について 

 このことについて、別添写しのとおり総合振興局・振興局に通知しましたので、当該通

知の趣旨をご理解の上、道が実施するモニタリング検査にご協力をお願いします。 

 

 

 

                    （食の安全推進局畜産振興課酪農グループ） 

                         （健康安全局食品安全グループ） 

 

 

 

 

 



 

【別記 ２】 

 北海道食肉センター運営連絡協議会 

 (株)北海道畜産公社 

 (株)北海道チクレンミート北見食肉センター 

 日本フードパッカー(株)道南工場 

 日本フードパッカー(株)道東工場 

 名北ミート(株) 

 かみふらの工房食肉センター 

 名寄市立食肉センター 

 池田町食肉センター 

 岩見沢市精肉センター 

 

 

 
























